
 

工事設計金額の積算誤りについて 

令和３年７月１６日 

京 丹 後 市 役 所 

 

 

 本市が一般競争入札により受注者を決定し、工事請負契約を締結した史跡銚子山古墳環

境整備工事の設計金額の積算に誤りがあることが判明しましたので、その概要等について

お知らせします。 

 

 

１．工事件名 

○工事名：令和 3年度 史跡銚子山古墳環境整備工事 

○入札日：令和 3年 6月 24日（木）  落札額 30,039千円（税抜） 

 ○入札参加業者数：市内土木業者 18者 

 ○工期：令和 3年 12月 15日 

 

２．積算誤りの概要 

諸経費（一般管理費）は、算定式による一般管理費率を工事価格に乗じて積算している

が、本工事においては、契約保証に係る一般管理費率の補正が必要であったにもかかわ

らず、補正を行っていなかった。 

                               （単位：千円、税抜き） 

  誤（入札時） 正（再積算時） 影響額 

予 定 価 格  34,000 34,010 過少 10 

最低制限価格 30,037 30,043 過少  4 

落 札 額 30,039   

 

３．対 応 

○本件積算誤りは、契約締結後に判明したものであり、京丹後市工事入札執行ルールに基づき

契約の解除は行いません。 

○本件積算誤りは、設計書に諸経費の算出過程を記載していなかったことが原因であるため、

諸経費の算出過程を明記するなど庁内での確認を更に徹底するなど、再発防止に努めま

す。 

 

 

  
【担当部局】 

教育委員会事務局 文化財保護課（0772-69-0640） 

総務部 入札契約課（0772-69-0170） 

報道資料 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Ａ及びＢの場合で、参加要件の変更が生じた場合は、参加要件（完成工事高の変更を含む）の変更を周知し、入札を執行する。 

 ※ＡかつＤの場合は、入札を中止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※開札後、契約締結までに談合情報等が寄せられ、問題が生じた場合についても上記を準用する。 

 ※情報公開の時期は「契約締結後」とする。 

京丹後市工事入札執行ルール 

 

 

競 争

入 札 

 
入札を中止する 

Ｃ入札参加者に変更がある場合 

Ｄ設計変更により見積期間の確保が困難な場合 

・質疑は、質疑期間中のみ受け付けるものとし、落札決定後においては、異議申し立ては受け付けない。  

・契約締結までに違算が判明し、落札者に変更が生じる場合は、落札決定の取消しを行い、入札のやり直しを行う。ただし、落札者に

変更が生じない場合は、入札を有効とし、契約手続きを続行する。 

・契約締結後に違算が判明しても、契約は解除しない。 

開札を保留

し調査する 
入札公告(指名通知)から開札前までに問題が生じた場合 
(例)談合情報が寄せられた場合、その他落札を保留する必要があると認められるとき 

設計変更の必要がない場合 

Ａ入札参加者に変更がない場合 

Ｂ設計変更により見積期間の確保が可能な場合 
設
計
変
更
が 

必
要
な
場
合 

入札を執行する 

開  札 

入札中止 

変更内容を周知し

入札を執行する 

令和 2年度～ 

問題なし  
札 
問題あり

入札中止 

※ 京丹後市への入札参加者は、このルールを了解の上、入札に参加するものとする。 
   適用日：このルールは令和２年４月１日以降の入札公告又は指名通知を行う工事から適用するものとする。 


